
 

 

 

  

 
 

  

下記について確認致しました。 

※契約年月日とは、「不動産特定共同事業契約」を「承諾」した日付です。 

※本書面を提出した日が、契約年月日を含む８日以内であればクーリングオフを行うことが

できます。 

※返金に係る振込手数料は、お客様負担となります。 

 

 

  

 
 

  

 
 


